
 

再送 

事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日 

（あて先）市立小学校長 

茨木市教育委員会  

学務課 保健給食係 

 

 

給食物資の変更について（依頼） 

 

 

  標記につきまして、昨日、7 月５日（火）に送信した内容に補足いたします。 

 

 （以下 送付文に補足（朱色）） 

 

７月７日（木）「米粉めん入りたなばた汁」に使用する「米粉めん」について、

納入業者の手違いにより納品が間に合わない状況となったため、下記のとおり物

資使用量を一部変更することとなりました。 

 つきましては、給食関係職員等への周知並びに、委託校につきましては業務責

任者に連絡いただきますようお願いいたします。 

 なお、たいへん恐れ入りますが、この内容について、児童には、校内放送等で

お知らせいただき、保護者の方には、メールや貴校ホームページ等で、お知らせ

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 この文書は FAX 及び校務システムで送付しています。 

 

記  

  １．変更内容 

 

７月７日（木） 

   「米粉めん入りたなばた汁」 

変更前      変更後 

       米粉めん        １０ｇ  →  ０ｇ 
      玉ねぎ         ２０ｇ  → ２５ｇ 

      えのきたけ       １０ｇ  → １５ｇ 

 

 

  ２．その他 

    各校に納品されている「米粉の中華めん」は、７月８日（金）に納入業 

者が引き取るため、分かりやすいところに置いておくようにしてください。 


